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最
近
、
刑
事
学
上
及
ぴ
精
神
医
学
上
、
精
神
病
質
者
有
師
、
町
宮
、

ab)
に
関
す
る
諸
問
題
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
が
、
元
来
、
精
神

病
質
は
、
理
論
的
に
も
臨
床
的
に
も
嫌
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
精
神
病
質
の
診
断
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
客
観
性
に

欠
け
、
そ
の
標
準
が
確
立
さ
れ
て
な
く
、
治
療
に
も
幾
多
の
困
難
性
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
偶
々
説
明
で
き
な
い
犯
罪
行
動
が
発

生
す
る
と
、
直
ち
に
精
神
病
質
者
と
い
う
屑
龍
範
隠
に
投
げ
や
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
指
摘
す
る
。

精
神
病
質
者
は
、
精
神
病
者

(
M
M
e
n
b
g
民
的
)
と
は
異
な
り
、
刑
事
責
任
は
通
常
人
と
全
く
同
様
で
あ
り
、
た
だ
、
心
神
耗
弱
者
と
し

て
刑
が
蹴
軽
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
精
神
病
者
は
、
知
的
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
是
非
の
弁
別
能
力
が
な
く
、
責
任
非
難

が
不
可
能
と
な
る
に
対
し
て
、
精
神
病
質
者
に
あ
っ
て
は
、
知
的
欠
陥
は
な
い
の
で
是
非
の
弁
別
能
力
を
有
す
る
が
、
感
情
や
意
思
の
面

に
お
い
て
通
常
人
よ
り
帰
侍
性
や
不
均
衡
性
を
示
す
だ
け
で
責
任
非
難
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
精
神
病
質
者
は
、
社
会
的
適
応
性
を
欠

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五

き
、
自
ら
悩
む
か
社
会
を
悩
ま
す
者
と
し
て
登
場
す
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
常
習
犯
罪
者
や
性
犯
罪
者
に
は
精
神
病
質
者
が
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
現
行
法

制
度
上
及
び
準
備
草
案
上
、
精
神
病
質
者
に
対
す
る
抜
本
的
対
策
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
動
向
に
不
満
を
抱
く
刑
事
学
者
及
び
精

神
病
医
の
幾
人
か
は
、
現
状
打
開
の
た
め
に
何
ら
か
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
を
提
唱
し
て
き
た
。
私
も
そ
の
動
向
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
予
備
的
段
階
と
し
て
ア
メ
リ
カ
諸
州
に
お
い
て
立
法
化
さ
れ
て
い
る
性
的
精
神
病
質
者
対
策
を
分
析
批
判
告
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
後
の
研
究
の
参
考
に
供
す
る
積
り
で
い
る
。
我
国
て
斯
か
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

第
一
章

性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律
の
分
析

ー一、

ア
メ
リ
カ
諸
州
の
立
法
理
由

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

一
九
一
一
年
以
来
、
二
十
六
州
と
コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
が
、
精
神
病
質
的
性
犯
罪
者
を
取
扱
う
実
定
法
を
制
定

し
、
性
犯
罪
に
対
処
す
る
こ
と
を
試
み
て
来
た
。
斯
様
な
特
別
法
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

一
般
法
た
る
刑
法
の
分
野
で
は
性
犯
罪
防
止

は
不
備
で
あ
る
こ
と
令
前
提
と
し
て
出
発
し
て
き
た
。
即
ち
、
性
的
精
神
病
質
者
に
対
し
て
、
通
常
の
性
犯
罪
者
と
同
様
な
刑
事
責
任
だ

け
を
も
っ
て
処
遇
す
る
な
ら
ば
、
婦
女
子
を
斯
か
る
犯
罪
者
か
ら
防
禦
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
特
に
、
一
九

三
七
年
以
降
に
は
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律
の
立
法
佑
が
著
し
く
増
加
し
て
き
た
が
、
そ
の
社
会
的
背
景
を
犯
罪
社
会
学
的
に
分

そ
こ
で
は
諸
家
の
主
張
し
た
端
的
な
立
法
理
由
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

(

一

)

諸
家
の
主
張
し
た
立
法
理
由
を
要
約
し
た
も
の
を
引
用
し
て
み
る
。
第
一
に
、
重
大
な
性
犯
罪
が
い
ま
や
非
常
に
は
や
り
、
他
の
犯
罪
よ

析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、

E
-
H
・
ωミ
宮
司
守
護
叫
が
、



り
も
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
の
で
、

婦
女
子
は
重
大
な
危
険
に
曝
ら
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

J
・
E
・
句
。
ミ
ミ
な
ど
は
、
最
も
急

速
に
増
加
す
る
犯
罪
は
変
質
的
性
犯
罪
者
支
品
室
、
む
な
同
言
。
涼
ミ
ミ
)

に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
で
昼
夜

を
通
し
て
四
十
三
分
毎
に
襲
わ
れ
て
そ
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
と
記
述
し
た
。
第
二
に
、
実
際
、
こ
れ
ら
の
重
大
な
性
犯
罪
の
全
ぺ
て

は
、
変
質
者
や
性
的
耽
溺
者
(
的

skd.ミ
ろ
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
と
す
る
。

司
た
な
な
は
、
所
調
、
性
的
殺
人
者
の
ほ
と
ん
ど
は
精
神
病

質
的
人
物
で
あ
り
、
斯
様
な
人
闘
が
幾
人
い
る
か
は
何
人
も
知
ら
ず
、
ま
た
概
算
さ
え
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
は
、
少
な
く
と
も
幾
万
人
か
は
野
放
し
に
な
っ
て
い
る
と
記
述
し
た
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
性
的
精
神
病
質
者
は
、
性
的
衝
動
に
対
す

る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
な
い
た
め
に
二
生
、
重
大
な
性
犯
罪
を
犯
し
続
け
る
と
す
る
。
即
ち
、
彼
等
は
さ
き
同
ミ
ミ
ミ
む
を
で
あ
り
、
自
ら

そ
れ
を
犯
す
以
前
に
高
度
の
正
確

性
を
も
っ
て
鑑
定
さ
れ
得
る
と
す
る
。
第
五
に
、
社
会
が
性
犯
罪
者
に
対
し
て
厳
罰
を
も
っ
て
臨
ん
で
も
、
彼
等
を
再
ぴ
解
放
し
て
婦
女

子
を
餌
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
社
会
は
そ
の
義
務
に
失
敗
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
六
に
、
法
律
は
、
斯
様
な
人
聞
を
少
な

く
と
も
性
犯
罪
惹
起
後
、
隔
離
す
る
よ
う
に
制
定
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
出
来
る
だ
け
性
犯
罪
発
生
以
前
で
あ
れ
ば
よ
い
。
更
に
、

彼
等
の
疾
病
が
、
完
全
且
つ
永
久
に
治
癒
さ
れ
る
ま
で
責
任
な
き
患
者
と
し
て
監
禁
を
続
行
す
る
よ
う
に
制
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し

の
行
動
に
対
し
て
責
任
が
な
い
と
。
第
四
に
、
性
的
精
神
病
質
者
は
如
何
な
る
性
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、

た
。
第
七
に
、
性
的
精
神
病
質
者
は
、
精
神
障
碍
で
あ
る
の
で
、
診
断
、
処
置
及
ぴ
回
復
し
た
者
と
し
て
の
患
者
の
釈
放
に
関
す
る
ア
ド

ヴ
ア
イ
ス
は
専
ら
精
神
医
か
ら
出
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

A
・
H
・-切さ

hHSS
は
、
立
法
理
由
毎
次
の
如
く
記
述
し
て
い
る
。
性
的
精
神
病
質
に
関
す
る
法
律
の
制
定
は
、
根
本
的
に
は
ニ
ュ

l

ス
機
関
と
私
的
団
体
の
主
要
な
二
大
勢
力
の
産
物
で
あ
る
。
種
々
雑
多
な
ニ
ュ
ー
ス
機
関
は
、
機
会
あ
る
ご
と
に
他
の
犯
罪
よ
り
も
性
犯

罪
に
よ
り
大
き
な
関
心
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
衆
の
感
情
を
刺
激
し
て
き
た
。
ま
た
社
会
の
あ
る
要
素
は
、
性
犯
罪
の
犯
行

が
一
般
的
な
刑
罰
で
処
せ
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
処
遇
さ
れ
る
べ
き

還
さ
宮
町
h

法
師
。
ミ
ミ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
両
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
四

て
き
た
。
斯
様
な
勢
力
の
結
果
と
し
て
、
合
州
国
の
半
数
以
上
の
諸
州
の
立
法
府
は
、
性
犯
罪
者
を
特
別
に
取
扱
う
法
律
を
制
定
し
て
き

(

一

一

)

た
。
性
的
精
神
病
質
に
関
す
る
法
律
の
目
的
は
、
社
会
防
禦
と
共
に
犯
罪
者
を
復
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

特
に
、
応
報
刑
だ
け
で
は
性
犯
罪
者
応
対
し
て
無
力
で
あ
り
、
特
別
予
防
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
の
理
由
を
強
調
し
て
い
る
の
は

建
問
礼
宮
、
き
で
あ
る
。
披
は
次
の
如
く
い
う
。
強
制
(
柏
町
之
助
的
)
が
、
刑
罰
の
た
め
の
刑
罰
に
向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、
犯
罪
者
の
教
育
と

治
療
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
現
代
予
防
刑
事
学
の
命
題
は
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
公
衆
の
意
見
に
、

そ
れ
が
一
般
的
に
有
す
る
以

上
に
よ
り
強
く
印
象
づ
け
た
。
街
の
人
さ
え
も
、
性
犯
罪
者
の
幾
人
か
は
、
刑
罰
の
威
嚇
が
犯
罪
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
こ
と
が
な
く
、

そ

う
し
て
刑
罰
の
苦
痛
が
改
善
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
異
常
な
感
情
衝
動
を
有
す
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ

の
公
衆
の
実
感
、
そ
れ
に
加
え
て
性
犯
罪
の
仮
想
の
増
加
に
つ
い
て
の
公
衆
の
関
心
が
、
性
犯
罪
者
に
適
用
し
得
る
特
殊
な
立
法
の
制
定

(
三
)

に
導
び
い
て
き
た
と
す
る
。

叉
ア
ル
パ

l
ト、

フ
ィ
ッ
シ
ュ
事
件
に
見
ら
れ
る
様
に
、
彼
は
百
人
以
上
の
子
供
を
性
犯
罪
の
犠
牲
に
し
て
、
犠
牲
者
の
幾
人
か
を
食

う
残
虐
極
わ
ま
る
事
件
を
起
し
、

そ
れ
を
契
機
に
公
衆
の
意
見
が
特
別
立
法
化
に
な
び
い
た
こ
と
も
無
視
さ
れ
な
い
。
六
十
五
才
の
ア
ル

r¥ 

ト

フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、

日
頃
は
柔
和
で
あ
り
、
紳
士
的
で
情
深
く
、
丁
寧
で
親
し
み
ゃ
す
い
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら

ず
、
異
常
人
絡
を
有
し
て
い
る
た
め
に
斯
か
る
極
悪
な
犯
罪
に
陥
っ
た
と
す
れ
ば
、
社
会
学
者
、
精
神
医
学
者
、
犯
罪
学
者
、

も
黙
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律
の
立
法
化
の
要
因
の
一
つ
は
、
斯
か
る
残
虐
な
犯

(
四
)

罪
発
生
一
に
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

一
般
公
衆

同
吋
さ
尋
叶
-

h
言
、
さ
き
と

b
g
h
Hミ
ミ
・
h
h円
吉
岡
、
さ
も
、
性
的
変
質
者
と
性
犯
罪
者
に
関
す

る
度
々
の
特
別
立
法
化
は
、
野
獣
的
性
犯
罪
の
犯
行
ま
た
は
名
う
て
の
性
犯
罪
者
の
実
行
に
つ
い
て
の
多
く
の
公
衆
の
憤
慨
の
結
果
で
あ

(
五
)

る
と
す
る
。

要
す
る
に
、

こ
れ
ら
の
特
殊
立
法
化
の
共
通
目
的
は
、
性
犯
罪
を
犯
す
傾
向
を
有
す
る
者
を
適
当
に
処
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
公



衆
を
護
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
実
定
法
は
、
精
神
医
学
上
の
立
場
か
ら
性
的
精
神
病
質
者
を
判
別
し
、
隔
離
し
て
処
遇
す
る

(
六
)

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

問
題
の
出
発
点
は
、
正
に
そ
こ
に
伏
在
し
、

そ
の
こ
と
は
結
論
で
明
確
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一一、
制
定
法
上
の
性
的
精
神
病
質
の
概
念

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
諸
立
法
が
定
律
す
る
性
的
精
神
病
質
の
概
念
が
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
が
、
性
的
精
神
病
質
の
概
念
決
定
は
、
こ
れ

ら
の
諸
立
法
の
最
初
の
問
題
に
し
て
最
後
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
精
神
病
質
と
い
う
の
は
屑
儀
概
念
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
非
常

に
漠
然
た
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
精
神
病
賢
者
の
存
在
に
つ
き
疑
う
者
は
い
な
い
。
精
神
病
質
者
と
ほ
ぼ
同
様
な
意
義
を
有
す
る
語

嚢
に
は
、
異
常
人
格
、
変
質
者
、
性
格
異
常
、
病
的
人
格
等
が
あ
る
。
理
論
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
精
神
病
質
の
概
念
は
、

K
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ

l

の
提
唱
し
た
も
の
が
精
神
病
学
界
及
ぴ
刑
事
学
界
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
生
来
性
の
人
格
の
異
常
の
ゆ
え
に
み

ず
か
ら
悩
む
か
、
社
会
を
悩
ま
す
者
が
精
神
病
質
者
と
定
義
，
つ
け
た
。
更
に
、

H
・
グ
ル

l
レ
は
、
平
均
的
規
準
か
ら
の
生
来
性
の
偏
侍

以
以外
上の
の何
こ も
をの
前を
提も
に意
し味
てし
諸な
州い
の と
立し
法た
上 両
の
性者
的に

よ
精
神つ
由て
程定

2雪
峯け

ら
を れ
分今

哲棋
ツ合
る山
v を
γ 混
ζ- A 
tζ 畏
移 y

式ろ
で

つ
v 般

λ的
ら，~

m 説

話埋
立口

れ
法ヲ
t乙 4五
お 2Z
L、?
でど

は Z

性
的
精
神
病
質
者
ぞ
決
定
す
る
に
二
つ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
方
法
は
、
当
該
者
が
過
去
に
具
体
的
行
動
を
示
し
た
こ
と

と
併
わ
せ
て
一
定
の
精
神
状
態
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
第
二
の
方
法
は
、

一
定
の
精
神
状
態
の
み
を
条
件
と
し
て
い
る
。

前
者
を
行
動
+
精
神
状
態
型
と
し
、
後
者
を
精
神
状
態
型
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
立
法
の
整
理
分
析
を
自
分
な
り
に
試
み
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
五



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
六

付

行
動
+
精
神
状
態
型
グ
ル
ー
プ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
(
一
九
五
二
年
)

こ
の
法
律
で
は
、
精
神
異
常
で
あ
る
性
犯
罪
者
に
は
、
精
神
病
(
還
さ
H
a
S
)
ま
た
は
S
S
H
a
h
h柏崎
、
V
町
立
誌
を
含
ま
な
い
と
す
る
@

行
動
類
型
H
性
的
非
行
の
常
習
的
過
程
に
お
い
て
性
的
衝
動
に
対
す
る
抑
制
力
の
完
全
な
る
欠
乏
を
証
明
し
た
こ
と
。

精
神
状
態
H
精
神
疾
病
ま
た
は
精
神
障
害
、
精
神
病
質
的
人
格
、
正
常
な
精
神
か
ら
の
顕
著
な
離
脱
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
更
に
将
来
に
お

い
て
欲
望
の
対
象
に
攻
撃
ま
た
は
そ
の
他
の
害
悪
を
加
え
そ
う
な
精
神
状
態
。

コ
ロ
ラ
ド
州
(
一
九
五
七
年
)

こ
の
州
の
法
律
は
、
性
的
精
神
病
質
者
に
限
ら
ず
、
性
犯
罪
者
全
体
に
つ
き
規
定
す
る
が
、
そ
の
中
に
性
的
精
神
病
質
者
が
包
含
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
敢
え
て
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
。

行
動
類
型
H
狼
嚢
な
振
舞
、
近
親
姦
通
、
不
自
然
な
性
交
を
犯
す
意
思
の
下
で
の
暴
行
、
強
姦
を
犯
す
意
思
で
の
暴
行
で
有
罪
と
さ
れ
た

」
井
』
。

精
神
状
態
H
常
習
犯
罪
者
ま
た
は
精
神
的
病
気
で
あ
り
、
他
人
の
身
体
に
室
聞
を
加
え
る
よ
う
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
精
神
状
態
。

イ
リ
ノ
イ
州
(
一
九
五
八
年
)

こ
の
州
の
法
律
に
お
い
て
も
性
的
精
神
病
質
者
だ
け
に
限
ら
ず
、
性
的
に
危
険
な
者
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。

行
動
類
型
H
性
的
攻
撃
行
為
ま
た
は
子
供
に
対
す
る
性
的
い
た
ず
ら
の
傾
向
を
示
し
て
采
た
こ
と
。

精
神
状
態
H
精
神
障
害
で
少
な
く
と
も
一
年
間
悩
ん
で
来
た
こ
と
。

ア
イ
オ
ア
州
(
一
九
五
八
年
)



行
動
類
型
U
他
人
に
対
し
て
危
険
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
公
然
た
る
犯
罪
で
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

精
神
状
態
リ
精
神
薄
弱
者
ま
た
は
精
神
病
者
と
し
て
収
容
さ
れ
る
対
象
者
で
は
な
く
、
精
神
障
害
で
悩
み
、
性
犯
罪
へ
の
犯
罪
的
傾
向
を

有
す
る
こ
と
。

カ
ン
サ
ス
州
(
一
九
五
七
年
)

行
動
類
型
リ
性
犯
罪
に
関
係
す
る
公
衆
道
徳
ま
た
は
風
儀
に
反
す
る
伺
ら
か
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
。

精
神
状
態
リ
こ
れ
ら
の
性
犯
罪
に
お
い
て
、
倒
錯
(
宮
司
足
立
な
お
)
ま
た
は
精
神
異
常
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
は
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
及
び
精
神
病
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
。

メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
(
一
九
五
七
年
)

」
の
州
の
法
律
は
、

一
般
的
に
号
、
町
円

H
e
h
b
N
S
R
S
H
に
つ
き
規
定
し
、
性
的
精
神
病
質
者
に
限
ら
な
い
。

行
動
類
型
H
反
社
会
的
行
為
ま
た
は
犯
罪
的
行
為
に
よ
っ
て
犯
罪
的
行
動
へ
の
傾
向
を
証
明
し
た
こ
と
。

精
神
状
態
H
拘
禁
ま
た
は
処
遇
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
社
会
に
対
す
る
現
実
的
危
険
を
明
ら
か
に
示
す
よ
う
な
精
神
的
欠
陥
ま
た
は
感
情

的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
有
す
る
こ
と
。

マ
サ
チ
ュ
ウ
セ
ッ
ツ
州
(
一
九
五
八
年
)

こ
の
州
の
法
律
は
、
性
的
に
危
険
な
者
に
つ
き
規
定
す
る
。

行
動
類
型
H
性
的
事
件
に
お
け
る
不
品
行
が
、
反
復
的
叉
は
抑
制
出
来
な
い
行
動
や
暴
力
叉
は
十
六
才
以
下
の
被
害
者
に
対
す
る
成
人
に

よ
る
攻
撃
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
。

精
神
状
態
H
上
述
の
行
為
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
性
的
衝
動
に
対
す
る
抑
制
力
の
一
般
的
欠
乏
を
示
し
、
欲
望
の
対
象
に
対
し
傷
害
叉
は
攻

撃
を
加
え
る
恐
れ
の
あ
る
者
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
七



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
八

ネ
プ
ラ
ス
カ
州

行
動
類
型
H
性
的
事
柄
に
お
け
る
非
行
。

精
神
状
態
H
上
述
の
非
行
過
程
に
お
い
て
性
的
衝
動
の
抑
制
力
の
完
全
な
る
欠
乏
が
証
明
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
攻
撃
、
傷
害
及
ぴ
そ

の
他
の
害
悪
ぞ
加
え
そ
う
な
者
。

ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
(
一
九
五
八
年
)

行
動
類
型
H
行
為
が
反
復
的
で
拒
抗
不
能
な
行
動
と
暴
力
の
パ
タ
ー
ン
で
特
色
づ
け
ら
れ
、
叉
は
成
人
の
犯
罪
者
が
十
五
才
以
下
の
犠
牲

者
に
攻
撃
を
加
え
た
こ
と
。

精
神
状
態
リ
精
神
的
、
肉
体
的
異
常
の
た
め
に
特
殊
化
さ
れ
た
マ

S
H
S
S
H
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
者
。

オ
ハ
イ
オ
州
(
一
九
五
八
年
)

こ
の
州
の
法
律
は
、
性
的
精
神
病
質
者
の
み
に
限
ら
ず
広
く
精
神
病
質
的
犯
罪
者
に
つ
き
規
定
す
る
。

行
動
類
型
H
衝
動
的
で
無
責
任
な
向
う
見
ず
の
無
法
な
行
為
、
過
度
的
自
己
中
心
的
行
動
、
自
己
訓
練
の
不
十
分
な
力
、
経
験
を
通
じ
て

学
ぶ
正
常
な
能
力
の
欠
乏
、
道
徳
感
又
は
道
徳
的
抑
制
の
顕
著
な
不
足
と
い
っ
た
よ
う
な
特
徴
を
示
す
。

精
神
状
態
H
精
神
病
質
的
人
格
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
、
犯
罪
的
傾
向
を
示
し
、
斯
か
る
原
因
で
公
衆
に
脅
威
を
与
え
て
い
る
者
。

オ
レ
ゴ
ン
州
(
一
九
五
七
年
)

」
の
州
の
法
律
も
性
的
精
神
病
質
者
に
限
ら
ず
に
規
定
し
て
い
る
。

行
動
類
型
日
強
姦
、
殺
人
、
過
失
致
死
叉
は
他
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
。

精
神
状
態
H
精
神
的
障
害
叉
は
感
情
的
障
害
あ
る
い
は
他
人
の
安
全
に
脅
威
を
与
え
る
程
度
の
犯
行
の
素
因
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。



ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
(
一
九
五
八
年
)

こ
の
州
の
法
律
は
一
般
的
性
犯
罪
者
に
つ
き
規
定
し
、
そ
の
中
の

行
動
類
型

H

8号
送
、
を
犯
す
積
り
で
の
ひ
わ
い
な
攻
撃
、

一
部
が
性
的
精
神
病
質
者
で
あ
る
。

を
犯
す
た
め
の
懇
願
叉
は
凌
辱
、
叉
は
強
姦
+
守
す
る
た
め
の
攻

撃
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
。

精
神
状
態
H
常
習
犯
罪
者
、
精
神
病
で
一
般
的
に
公
衆
に
身
体
的
害
悪
の
脅
威
を
与
え
て
い
る
こ
と
。

テ
ネ
シ
ー
州
(
一
九
五
九
年
)

」
の
州
の
法
律
も
性
犯
罪
者
一
般
に
つ
き
規
定
す
る
。

行
動
類
型
日
性
的
事
柄
に
お
け
る
非
行
。

精
神
状
態
日
斯
か
る
非
行
の
過
程
に
よ
っ
て
性
的
衝
動
の
抑
制
力
の
一
般
的
欠
乏
が
証
明
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
欲
望
の
対
象
に
傷
害
、

苦
痛
そ
の
他
の
害
悪
を
加
え
そ
う
な
者
。

ユ
l
タ
l
州
(
一
九
五
九
年
)

」
の
州
の
法
律
も
性
犯
罪
者
一
般
に
つ
き
規
定
す
る
。

行
動
類
型
H
強
姦
、

的
。
号
速
い
宅
、
近
親
姦
、

ひ
わ
い
な
露
出
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
未
遂
、
強
姦
を
犯
す
試
み
の
攻
撃
、

的
。
舎
遣
い
宅
を
犯
す

試
み
の
攻
撃
、
未
成
年
者
の
身
体
に
対
す
る
ひ
わ
い
な
戯
れ
を
し
た
か
ど
で
有
罪
と
さ
れ
、
又
は
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
こ

と

精
神
状
態
H
異
常
叉
は
普
通
以
下
の
精
神
状
態
、
叉
は
精
神
病
。

ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
(
一
九
五
九
年
)

行
動
類
型
H
性
的
事
柄
に
お
け
る
非
行
の
常
習
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

五
九



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

。

精
神
状
態
H
斯
か
る
非
行
的
常
習
過
程
に
よ
っ
て
性
的
衝
動
の
抑
制
力
の
完
全
な
る
欠
乏
が
証
明
さ
れ
、
斯
か
る
原
因
に
よ
っ
て
欲
望
の

対
象
に
攻
撃
、
傷
害
、
苦
痛
そ
の
他
の
害
悪
ぞ
加
え
そ
う
な
者
。

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
(
一
九
五
一
年
)

行
動
類
型
リ
性
的
事
柄
に
お
け
る
反
復
し
た
非
行
。

精
神
状
態
H
斯
か
る
非
行
の
過
程
に
よ
っ
て
攻
撃
、
傷
害
そ
の
他
の
害
悪
を
加
え
そ
う
で
あ
る
故
に
他
人
に
危
険
で
あ
る
ほ
ど
性
的
衝
動

の
抑
制
力
の
欠
乏
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
。

ω精
神
状
態
グ
ル
ー
プ

ア
ラ
パ
マ
州
(
一
九
五
五
年
)

精
神
障
害
で
苦
し
ん
で
い
る
が
、

し
か
し
精
神
病
叉
は
刑
事
法
上
、
自
己
の
行
為
に
対
し
て
責
任
そ
負
わ
な
い
程
度
の
意
思
薄
弱
で
な

い
者
が
、
性
的
精
神
病
質
者
で
あ
る
。
こ
の
様
な
精
神
障
害
は
、
少
な
く
と
も
一
年
間
存
続
し
、
性
犯
罪
を
犯
す
犯
罪
的
傾
向
と
結
合
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

フ
ロ
リ
ダ
州
(
一
九
五
七
年
)

性
犯
罪
を
犯
す
犯
罪
的
碩
向
を
兼
ね
そ
な
え
、
精
神
障
害
が
少
な
〈
と
も
四
カ
月
間
脊
続
し
、
精
神
障
害
と
意
思
薄
弱
で
悩
み
、
他
人

に
対
し
て
危
険
と
考
え
ら
れ
得
る
者
。

イ
ン
デ
ア
ナ
州
(
一
九
五

O
年
)

性
犯
罪
へ
の
犯
罪
的
傾
向
を
兼
ね
そ
な
え
、
精
神
障
害
で
悩
ん
で
い
る
十
六
才
以
上
の
者
。
精
神
病
叉
は
意
思
薄
弱
は
、
精
神
障
害
に

含
ま
れ
な
い
。



ミ
シ
ン
ガ
ン
州
(
一
九
五
六
年
)

性
犯
罪
へ
の
犯
罪
的
傾
向
と
結
合
し
て
い
る
精
神
障
害
で
悩
ん
で
い
る
者
。
意
思
薄
弱
は
含
ま
れ
な
い
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
(
一
九
五
七
年
)

精
神
病
質
的
人
格
は
、
性
的
事
件
に
関
す
る
行
動
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ず
、

し
か
も
他
人
に
対
し
て
危
険
で
あ
る
よ
う
な
感
情
的
不

安
定
、
行
動
の
衝
動
、
健
全
な
判
断
に
つ
い
て
の
習
慣
的
標
準
の
欠
乏
、
行
為
結
果
を
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
欠
陥
、
叉
は
こ
れ
ら

の
何
れ
か
の
条
件
の
結
合
を
有
す
る
者
。

ミ
ズ
リ

1
州
(
一
九
四
二
年
)

犯
罪
性
性
的
精
神
病
質
者
は
、
精
神
病
又
は
意
思
薄
弱
で
は
な
く
、

一
年
以
上
持
続
し
て
き
た
精
神
障
害
で
悩
ん
で
お
り
、
そ
う
し
て

性
犯
罪
へ
の
犯
罪
的
傾
向
と
結
び
つ
き
他
人
に
対
し
て
危
険
で
あ
る
と
思
わ
れ
得
る
全
べ
て
の
者
。

一ュ

1
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
(
一
九
五
五
年
)

性
的
精
神
病
質
者
は
、
性
的
事
件
に
関
し
責
任
を
負
わ
ず
、
彼
自
身
と
他
人
に
危
険
で
あ
る
よ
う
な
感
情
の
不
安
定
、
行
動
の
衝
動
、

健
全
な
判
断
に
つ
い
て
の
習
慣
的
標
準
の
欠
乏
、
自
己
の
行
動
の
結
果
を
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
欠
陥
、
又
は
こ
れ
ら
の
条
件
の
伺

れ
か
の
結
合
等
で
悩
ん
で
い
る
者
。

ワ
シ
ン
ト
ン
州
(
一
九
五
八
年
)

.
精
神
病
質
的
人
格
は
、
知
的
面
よ
り
は
む
し
ろ
感
情
叉
は
意
思
を
お
か
し
て
い
る
遺
伝
的
、
先
天
的
叉
は
後
天
的
条
件
を
有
し
、

し
て
満
足
す
べ
き
社
会
的
適
合
が
困
難
か
叉
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
性
格
の
異
常
性
を
示
す
者
。

(

七

)

(

八

)

以
上
の
知
き
分
析
は

Eah玄
室
・
ミ
町
宮
崎
、
さ
と
め
さ

hHES
の
著
述
を
参
考
に
し
た
。

そ
う

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

-‘-
J、



性 2
的 号

需i
霊i
者定
の事

断建
資
格
者

穴

一一一、

被
診
断
者
が
性
的
精
神
病
質
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
は
、
彼
の
基
本
的
人
権
の
制
限
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
故
に
そ
の
診
断

に
あ
た
る
者
の
資
格
は
、
裁
判
官
の
地
位
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
各
州
に
お
け
る
診
断
者
の
資
格
決
定
の
取
扱
を
概

(
九
)

観
し
て
み
よ
う
。

ア
ラ
パ
マ
州
H
精
神
障
害
者
の
診
断
と
処
置
の
業
務
に
専
ら
限
っ
て
き
た
、
評
判
の
よ
い
、
免
許
を
有
し
た
精
神
病
医
二
人
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
H
二
人
な
い
し
三
人
の
精
神
病
医
。
こ
れ
ら
の
精
神
医
は
、
免
許
を
保
持
し
、
五
年
以
上
精
神
障
害
叉
は
神
経
障
害

の
診
断
と
処
置
に
従
事
し
て
き
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
精
神
病
医
の
う
ち
一
人
は
、
州
立
病
院
又
は

郡
立
病
院
か
ら
出
さ
れ
る
。

コ
ロ
ラ
ド
州
H
コ
ロ
ラ
ド
州
立
精
神
病
院
よ
り
派
遣
さ
れ
、
叉
は
地
方
裁
判
所
よ
り
指
名
さ
れ
た
精
神
病
医
一
人
叉
は
そ
れ
以
上
の
人

数。

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
H
有
資
格
者
た
る
精
神
病
堅
二
人
。

フ
ロ
リ
ダ
州
H
免
許
を
有
し
、
資
絡
の
附
与
さ
れ
た
精
神
病
医
二
人
叉
は
三
人
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
精
神
障
害
と
神
経
障
害
の
面
で
少

な
く
と
も
五
カ
年
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
リ
ノ
イ
州
H
イ
リ
ノ
イ
州
で
開
業
が
許
可
さ
れ
、
評
判
の
よ
い
有
資
格
者
た
る
精
神
病
医
二
人
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
精
神
障
害
と
神
経

障
害
の
診
断
と
処
置
に
五
カ
年
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
江
ら
な
い
。

イ
ン
デ
ア
ナ
州
H
有
資
格
者
た
る
医
師
二
人
。

ア
イ
オ
ア
州
H
診
断
者
に
つ
き
特
定
は
し
な
い
が
、
医
学
上
の
診
察
が
要
求
さ
れ
得
る
。



カ
ン
サ
ス
州
H
州
立
病
院
に
お
け
る
精
神
病
医
に
よ
る
医
学
上
の
診
察
と
レ
ポ
ー
ト

(
被
告
と
検
察
官
に
役
立
ち
得
る
)
が
必
要
と
さ
れ

る。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
H
精
神
病
医
二
人
。

ミ
シ
ガ
ン
州
H

N
V
由
、
実
HShaH
ミ
』
M
S
N
片
岡
崎
む
な
訟
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
六
つ
の
リ
ス
ト
よ
り
選
ば
れ
た
有
資
格
者
た
る
精

神
病
医
三
人
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
H
正
当
に
免
許
を
取
得
し
た
医
者
二
人
。

ミ
ズ
l
リ
州
H
有
資
格
者
た
る
医
者
二
人
(
彼
等
の
レ
ポ
ー
ト
は
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
公
に
は
き
れ
な
い
)
。

ネ
プ
ラ
ス
カ
州
H
免
許
を
取
得
し
た
ニ
人
の
医
者
で
精
神
病
の
分
野
で
ニ
カ
年
の
訓
練
を
受
け
た
者
。

ニュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
H
ニュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
で
免
許
を
取
得
し
た
精
神
病
医
ニ
人
と
医
者
一
人
。
三
人
の
う
ち
一
人
は
州
立
病

一ュ

1
V
ャ

!
?
l
州
H

院
と
関
係
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

包
轟
き
急

n
p
a買
に
お
い
て
行
う
。

オ
ハ
イ
オ
州
H
M
M
A
Y
与
も
ミ
営
.
n
Q吉
弘
司
か
又
は
精
神
病
医
三
人
。

オ
レ
ゴ
ン
州
H
有
資
格
者
る
た
精
神
病
医
。

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ヤ
州

H
bも
お
『

H
S
S
H
ミ
竜
丸
、
司
自
の
施
設
か
叉
は
精
神
病
医
一
人
。

テ
ネ
シ
ー
州
H

N

V

曲
、
号
室
由
主
ミ
ミ
S
H
R民
・
岡
崎

ahS
か
ら
の
精
神
病
医
一
人
か
叉
は
数
人
υ

ユ
l
タ
l
州
H
精
神
病
学
の
分
野
で
専
門
家
と
し
て
認
め
ら
れ
、
有
能
で
評
判
が
よ
く
、
判
事
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
医
者
二
人
又
は
そ

れ
以
上
の
人
数
。

パ

l
モ
ン
ト
州
H
適
切
な
る
精
神
病
学
上
の
診
察
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

-ハ=



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

六
回

パ

1
3
ニ
ア
州
H
公
判
判
事
は
、

N
M
属
、
寝
室
時
ミ
ミ
ミ
同
誌
を
旬
、
h
な
さ

と
病
院
に
対
し
て
診
察
と
レ
ポ
ー
ト
ぞ
要
求
す
る
権
限
を
有

し
て
い
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
・

D
・
C
H正
当
に
免
許
を
取
得
し
た
医
者
二
人
。

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
H

N
V

問、R
H
S
S
H
ミ
h
u
R
S
守
司
h
q
a『同・

以
上
に
お
い
て
性
的
精
神
病
質
の
診
断
資
格
者
に
つ
き
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
の
州
に
お
い
て
は
有
資
格
者
た
る
精
神
病

医
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
は
単
な
る
医
者
た
れ
ば
診
断
資
格
が
附
与
さ
れ
る
州
も
あ
づ
た
。

四

裁

判

権

の

基

礎

性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
換
言
す
れ
ば
、
当
該
法
律
の
下
に
当
該
者
に
裁
判
権
が
及
ぶ
た
め
に
は

次
の
二
つ
の
型
の
条
件
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
型
は
、
何
ら
か
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
こ
と
。
第
二
の
型
は
、
当
該
法
律
が
適
用
さ
れ

る
前
に
刑
事
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
。
前
者
は
、

M
M
3
・8
S丘
町
立
。
SMHhHHSEM
で
あ
り
、
後
者
は
、
。
旬
千
円
。
唱
曲
官
民
町
民
意
句
宮
崎
誌
な
伺

同

で
あ
る
。

」
の
ニ
類
型
に
従
・
っ
て
諸
州
の
法
律
を
分
析
し
て
み
よ
う
@

付

、司馬・

8
s
s
.町立
S
M
H
h
H
H
a
g
に
属
す
る
グ
ル
ー
プ

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
H
有
罪
又
は
刑
事
上
の
嫌
疑
は
必
要
で
な
い
。

フ
ロ
リ
ダ
州
H
何
ら
か
の
犯
罪
に
よ
る
嫌
疑
叉
は
有
罪
。

イ
リ
ノ
イ
州
H
何
ら
か
の
犯
罪
に
よ
る
嫌
疑
。



イ
ン
デ
ア
ナ
州
H
謀
殺
、
故
殺
、
十
二
才
以
下
の
女
子
の
子
供
に
対
す
る
強
姦
を
除
く
何
ら
か
の
犯
罪
で
有
罪
叉
は
嫌
疑
。

ア
イ
オ
ア
州
H
公
の
犯
罪
に
よ
る
嫌
疑
。

ミ
シ
ガ
ン
州
H
刑
事
犯
罪
に
よ
る
嫌
疑
又
は
有
罪
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
H
申
請
に
よ
る
。
犯
罪
又
は
刑
事
上
の
嫌
疑
は
必
要
で
な
い
。

ミ
ズ
リ

l
州
H
刑
事
上
の
嫌
疑
。

ネ
プ
ラ
ス
カ
州
H
犯
罪
の
嫌
疑
は
必
要
で
な
く
、
十
分
な
る
原
因
を
示
す
事
実
の
み
で
足
る
。

ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ
州
H
あ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
嫌
疑
又
は
誰
か
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
十
分
な
る
原
因
に
基
づ
く
。

ワ
シ
ン
ト
ン
・

D
・
C
H性
犯
罪
の
嫌
疑
。

仁)

M
M
E
H

・8
3
H母
及
。
お
句
宮
町
誌
な
加
に
属
す
る
グ
ル
ー
プ

ア
ラ
パ
マ
州
U
刑
事
上
の
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
U
何
ら
か
の
犯
罪
に
よ
る
有
罪
叉
は
十
四
才
以
下
の
子
供
に
対
す
る
性
犯
罪
に
よ
る
有
罪
及
ぴ
性
犯
罪
に
対
す
る
以

前
の
有
罪
又
は
十
四
才
以
下
の
子
供
に
対
す
る
性
犯
罪
(
重
罪
)

に
対
す
る
有
罪
。

コ
ロ
ラ
ド
州
H
あ
る
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

カ
ン
サ
ス
H
性
に
関
す
る
犯
罪
に
関
係
し
て
公
衆
道
徳
及
ぴ
風
俗
に
反
す
る
何
ら
か
の
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
リ
あ
る
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ニ
ュ
ー
ジ
ャ

l
ジ
州
H
あ
る
指
定
さ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

オ
ハ
イ
オ
州
H
重
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

六
五



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

占ハ占ハ

オ
レ
ゴ
ン
州
H
あ
る
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ヤ
州
H
あ
る
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

テ
ネ
シ
ー
州
H
何
ら
か
の
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ユ
l
タ
l
州
H
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

パ
l
モ
ン
ト
州
H
重
罪
に
対
す
る
有
罪
叉
は
三
度
目
の
軽
罪
に
つ
い
て
の
有
罪
。

パ
ー
ジ
ニ
ヤ
州
U
性
的
異
常
性
を
示
す
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
日
何
ら
か
の
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

ワ
イ
オ

l
ミ
ン
グ
州
リ
あ
る
性
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
。

五、

裁

判

所

と

手

続

性
的
精
神
病
質
者
の
裁
判
は
、
如
何
な
る
種
類
の
裁
判
所
及
び
知
伺
な
る
種
類
の
手
続
を
経
て
行
わ
れ
る
か
が
そ
こ
で
は
問
題
と
な

る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
刑
事
事
件
に
つ
き
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す

る
裁
判
に
お
い
て
は
、
幾
つ
か
の
州
は
そ
の
権
利
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
判
例
、
学
説
に
は
斯
か
る
法
律
は
、
憲
法
違
反
と
す
る
見
解
も

主
張
さ
れ
て
き
た
。
合
憲
、
違
憲
の
論
障
に
は
区
々
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
諸
州
の
法
律
を
分
析
し
た
後
で
な
け
れ
ば
検
討
で
き

(
十
一
)

ス
ワ
ン
ソ
ン
の
著
述
よ
り
分
析
し
て
み
よ
う
。

な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

ア
ラ
パ
マ
州

H
有
罪
判
決
を
す
る
裁
判
所
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。



カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
H
裁
判
所
。
請
求
に
よ
る
陪
審
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
召
喚
権
、
反
対
尋
問
権
が
あ
る
。

コ
ロ
ラ
ド
州
リ
審
理
(
岡
崎
号
音
色
が
な
い
。

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
H
裁
判
所
。
請
求
に
よ
る
陪
審
、
上
訴
権
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ

れ
る
。

フ
ロ
リ
ダ
州
H
裁
判
所
。
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
召
喚
権
が
あ
る
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。

イ
リ
ノ
イ
州
H
裁
判
所
。
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
陪
審
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。

イ
ン
デ
ア
ナ
州
H
裁
判
巧
陪
審
は
許
さ
れ
な
い
。
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
上
訴
権
を
有
す
る
。

ア
イ
オ
ア
州
H
陪
'
審
を
受
け
る
権
利
、
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
上
訴
権
が
あ
る
。
裁
判
所
は
民
事
上
の
審
理
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。

カ
ン
サ
ス
州
H
審
理
は
な
い
。
上
訴
は
許
さ
れ
る
。

マ
サ
チ
ュ
ヴ
セ
ッ
ツ
州
H
上
位
裁
判
所
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
の
召
喚
権
が
あ
る
。
裁
判
所
は
民
事
上
の
審
理
を
行
う

」
と
が
で
き
る
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。

ミ
シ
ガ
ン
州
U
裁
判
所
。
請
求
に
よ
る
陪
審
。
過
去
の
犯
罪
の
証
拠
が
許
容
さ
れ
る
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
リ
裁
判
所
。
裁
判
所
の
判
断
に
よ
る
民
事
上
の
審
理
。

弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、

証
人
の
召
喚
権
、

上
訴
権
が
あ

る

ミ
ズ

l
リ
州
リ
裁
判
所
。
請
求
に
よ
る
陪
審
。
裁
判
所
の
判
断
に
よ
る
民
法
上
の
審
理
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
の
召
喚

的

S
S
?な
三
h

誌
な
誌
に
つ
い
て
過
去
の
行
為
の
証
拠
が
許
容
し
得
る
。

権
、
上
訴
権
が
あ
る
。

ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
H
裁
判
所
は
民
事
上
の
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
上
訴
権
、
陪
審
を
受
け
る
権
利

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

六
七



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

六
八

が
あ
る
。
以
前
の
行
為
は
証
拠
と
し
て
許
容
し
得
る
。
証
人
の
召
喚
も
許
さ
れ
る
。
状
態
は
合
理
的
疑
い
の
余
地
の
な

い
程
度
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

1
州
H
裁
判
所
は
民
事
上
の
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
以
前
の
行
為

は
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
得
る
。
陪
審
に
よ
る
裁
判
の
権
利
は
な
い
。

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
!
日
ν
州
リ
審
理
は
な
い
。
有
罪
判
決
す
る
裁
判
所
は

b
s
h一
き
的
之
内

nnミ
ミ
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
に
も
と

ψ

つ
い
て
行
動
す
る
。

オ
ハ
イ
オ
州
H
裁
判
所
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
の
召
喚
権
、
反
対
尋
問
権
、
保
釈
を
受
け
名
権
利
、
上
訴
権
が
あ
る
。

オ
レ
ゴ
ン
州
リ
裁
判
所
が
審
理
を
定
め
る
。

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ヤ
州
H
審
理
は
な
い
。

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
日
審
理
は
な
い
。

テ
ネ
シ
ー
州
H
審
理
は
な
い
。
医
者
速
に
よ
る
審
問
や
彼
等
の
勧
告
に
基
づ
い
て
処
遇
が
施
さ
れ
る
。

ユ
l
タ
l
州
日
審
理
は
な
い
。
判
事
が
決
定
す
る
。

パ
l
モ
ン
ト
州
U
裁
判
所
に
よ
る
正
当
な
審
理
。

パ
l
uン
ニ
ヤ
州
H
裁
判
所
。

ワ
シ
ン
ト
ン
・

D
・
C
H裁
判
所
。
請
求
に
よ
る
陪
審
。
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
証
人
の
召
喚
権
が
あ
る
。

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
U
特
別
な
審
理
は
な
い
。
裁
判
所
は
陪
審
な
く
し
て
決
定
す
る
。
し
か
し
、
被
告
人
は
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権

利
及
び
上
訴
権
を
有
す
る
。

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
H
審
理
は
な
い
。



性
的
精
神
病
質
者
の
釈
放
後
の
取
扱

性
的
精
神
病
質
者
が
処
遇
の
た
め
に
当
該
施
設
に
収
容
さ
れ
、

そ
こ
で
適
切
な
る
治
療
を
受
け
た
後
、
釈
放
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
完
全
な
る
釈
放
で
あ
る
か
一
定
の
条
件
っ
き
の
釈
放
で
あ
る
か
が
関
心
事
と
な
る
。
し
か
も
、
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
拘
束
は
、
保
安
処
分
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
て
も
本
来
の
刑
事
責
任
に
よ
る
刑
罰
が
残
さ

れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
如
何
に
取
扱
う
か
も
重
要
で
あ
る
。
斯
か
る
観
点
か
ら
諸
州
の
法
律
を
分
析
し
て
み
る
と
次
の
通
り
と
な

(
十
二
)

る
。
こ
れ
ら
の
素
材
も
ス
ワ
ン
ソ
ン
の
著
書
に
求
め
た
。

ア
ラ
パ
マ
州
H
合
理
的
期
間
の
保
護
観
察
。
仮
釈
放
が
侵
害
さ
れ
な
け
れ
ば
宣
告
の
満
了
は
要
求
さ
れ
な
い
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
H
刑
事
手
続
が
再
ぴ
開
始
さ
れ
る
。
保
護
観
察
も
あ
り
得
る
。

コ
ロ
ラ
ド
州
H
仮
釈
放
庁
は
、
完
全
な
る
釈
放
叉
は
条
件
っ
き
の
釈
放
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。
刑
事
上
の
有
罪
に
対
し
て
は
不
定
期

刑。

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
地
区
H
被
告
人
が
な
お
刑
事
手
続
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、

ヲ。。

仮
釈
放
叉
は
完
全
釈
放
。

刑
事
上
の
責
任
を
間
わ
れ

i

フ
ロ
リ
ダ
州
H
刑
事
手
続
は
拘
禁
か
ら
の
釈
放
に
基
づ
い
て
勧
告
さ
れ
る
。
従
っ
て
刑
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
リ
ノ
イ
州
H
完
全
釈
放
叉
は
監
督
に
服
す
る
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
責
任
を
問
わ
な

い
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
デ
ア
ナ
州
リ
完
全
釈
放
。
完
全
な
る
防
禦
権
を
与
え
て
い
る
。
即
ち
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
な
い
。

ア
イ
オ
ア
州
H
被
告
人
は
、
三
年
間
保
護
観
察
に
お
か
れ
る
か
、
叉
は
保
護
観
察
期
間
病
院
に
戻
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
刑
事
上
の
責
任
に

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

九



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

七
O

つ
い
て
は
明
日
に
言
及
し
て
な
い
が
、
恐
ら
く
は
責
任
を
問
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
サ
ス
州
H
州
施
設
又
は
郡
施
設
へ
の
拘
禁
後
、

被
告
人
が
精
神
的
に
回
復
し
た
様
子
な
ら
ば
、

有
罪
と
し
た
裁
判
所
に
送
ら
れ
、

四
囲
の
事
情
の
下
で
裁
判
所
が
最
上
と
思
う
こ
と
に
従
っ
て
宣
告
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
か
、
叉
は
仮
釈
放
が
言
い
渡
さ
れ

る

マ
サ
チ
ュ
ウ
セ
ッ
ツ
州
H
完
全
釈
放
又
は
条
件
っ
き
釈
放
。
外
来
患
者
の
処
遇
が
要
求
さ
れ
得
る
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
明
白
に

は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
は
問
責
を
し
な
い
だ
ろ
う
。

ミ
シ
ガ
ン
州
リ
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
完
全
な
釈
放
。
州
病
院
委
員
会
に
よ
っ
て
は
仮
釈
放
。
刑
事
上
の
問
責
に
つ
い
て

は
認
め
て
な
い
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
H
有
罪
叉
は
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
け
れ
ば
完
全
な
る
釈
放
。
刑
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

ミ
ズ

l
リ
州
H
最
少
限
度
三
年
間
の
保
護
観
察
。
刑
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

ネ
プ
ラ
ス
カ
州
H
完
全
釈
放
叉
は
保
護
観
察
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
き
何
ら
言
及
し
て
な
い
。

ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ
州
H
完
全
な
る
釈
放
叉
は
仮
釈
放
。
刑
事
上
の
責
任
は
関
わ
れ
な
い
。

ニ
ュ

l
Nジ
ャ
ー
ッ
!
州
H
完
全
な
る
拘
禁
か
ら
の
解
放
。
仮
釈
放
叉
は
保
護
観
察
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
有
罪
と
さ
れ
た
当
該
犯
罪
の
定

め
て
い
る
刑
の
期
間
よ
り
長
く
て
は
い
け
な
い
。
叉
外
来
患
者
の
処
遇
も
許
さ
れ
得
る
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ

い
て
は
、
処
遇
が
当
該
者
が
有
罪
で
受
け
た
宣
告
刑
の
期
間
続
く
な
ら
ば
、
問
責
さ
れ
な
い
。

オ
ハ
イ
オ
州
H
拘
禁
の
全
体
期
聞
が
当
該
者
が
受
け
た
宣
告
刑
の
長
さ
に
等
し
く
な
る
ま
で
刑
罰
施
設
に
入
れ
ら
れ
得
る
。
従
っ
て
刑
事

責
任
は
関
わ
れ
る
。

オ
レ
ゴ
ン
州
H
釈
放
に
つ
き
何
ら
言
及
し
て
な
い
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
有
罪
宣
告
刑
の
代
わ
り
に
更
生
の
た
め
の
不
定
期
間



が
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
科
さ
れ
得
る
。

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
リ
仮
釈
放
及
び
監
督
に
服
す
る
。
処
遇
は
刑
事
犯
罪
の
宣
告
刑
の
代
わ
り
で
あ
り
、
不
定
期
間
で
あ
る
。

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
H
釈
放
に
つ
き
明
ら
か
で
な
い
。
刑
事
上
の
宣
告
刑
が
お
そ
ら
く
処
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
叉
は
宣
告
刑
が
満
期
に

な
る
と
、
拘
禁
か
ら
の
釈
放
は
完
全
な
る
も
の
と
な
る
。

テ
ネ
シ
ー
州
H
刑
事
犯
罪
の
宣
告
刑
が
満
期
に
な
る
場
合
に
の
み
か
、
叉
は
刑
事
犯
罪
の
宣
告
刑
が
満
期
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
外
来

患
者
の
処
遇
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
条
件
で
完
全
な
る
釈
放
が
な
さ
れ
る
。
処
遇
は
少
な
く
と
も
刑
事
犯
罪
の
宣
告
刑
の

存
続
期
聞
は
続
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
は
不
定
期
間
処
遇
さ
れ
得
る
。

ユ
l
タ
l
州
H
完
全
な
る
釈
放
、
仮
釈
放
叉
は
保
護
観
察
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
明
白
に
何
ら
言
及
し
て
な
い
。
し
か
し
、
明
ら

か
に
拘
禁
は
刑
事
犯
罪
の
宣
告
刑
の
代
わ
り
で
あ
る
。

パ
1
モ
ン
ト
州
H
拘
禁
か
ら
の
解
放
の
際
に
、
刑
事
犯
罪
の
宣
告
を
受
け
る
た
め
に
彼
が
有
罪
と
さ
れ
た
裁
判
所
に
送
り
返
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
、
さ
ら
に
刑
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

パ
ー
ジ
ニ
ヤ
州
H
お
そ
ら
く
狂
気
を
理
由
に
病
院
に
拘
禁
さ
れ
る
者
と
同
じ
取
扱
い
を
受
け
る
だ
ろ
う
。

ワ
シ
ン
ト
ン

D
・C
H性
的
精
神
病
質
者
は
、
監
督
者
の
意
見
に
よ
っ
て
、
彼
が
自
由
に
さ
れ
て
も
大
丈
夫
と
な
る
ま
で
監
督
者
に
よ
っ

て
保
留
(
留
置
)

さ
れ
る
。
そ
れ
で
、
付
精
神
病
質
者
が
有
罪
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
及
び
最
高
の
宣
告
刑
が
満

了
し
て
な
い
場
合
に
は
、
監
督
者
は

NVS
司、。

L

下
、
立
8
3
H
h
3
5
b
a
h
問、実。
N
S
叉
は

円
。
還
さ
吉
宮
h
g
sミ

に
自
分
の
意
見
ぞ
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
刑
事
責
任
に
対
す
る
最
高
の
宣
告
刑
の
期
聞
が
満
了
し
て
い

る
場
合
に
は
、
監
督
者
は
適
当
と
思
わ
れ
る
条
件
の
下
で
彼
を
仮
釈
放
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
H
完
全
な
る
釈
放
、
保
護
観
察
叉
は
仮
釈
放
。
法
律
に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
宣
告
刑
の
最
高
期
間
の
満
了
の
際
に
、
拘

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律

七
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例
え
ば
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
性
的
精
神
病
質
者
に
関
す
る
法
律
は
、
極
悪
な
性
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
被
告
人
に
名
ず
け
て
、
通

常
。
ロ
ロ
弘
之
内
、
w

与
え
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

同

hH.5玄
室

は
ζ
れ
ら
の
法
律
の
狙
い
は
次
の
二
つ
に
あ
る
と
す
る
。

と

』向町一九芯町、『同

H
 
性
的
変
質
犯
罪
者
の
不
定
期
拘
禁
を
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
防
衛
す
る
ζ
と
。
口
、
拘
禁
中
、
彼
等
の
異
常
性
の
治
娠
の
た
め
に
医
学
的

処
置
を
す
る
こ
と
。
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